
【添付資料②】

・大量調理施設衛生管理マニュアル

毎日は日常衛生・健康点検表（Ｈ１）で管理

 ＳＳＯＰ、ＳＯＰに手順明記、遵守のための定期的

 な教育を実施すること

・建物・機器および運用の点検表 ３１項目

・衛生チェックリスト ６９項目

原材料受入 ・食材受入チェック表 Ｈ３

保  管  常温／冷蔵／冷凍 ・冷蔵庫・冷凍庫温度記録表 Ｔ１

 厨房室温含む

下 処 理 ・処理済冷蔵庫温度記録表 Ｔ１

・使用水の点検表 Ｈ２

・消毒液チェック表 Ｔ２

CCP

加 熱 調 理 CCP1 ・加熱・冷却記録表 Ｔ３

急 速 冷 却 CCP2

・冷蔵庫温度記録表 Ｔ１

・保存中の製品温度記録表 Ｔ４

ピッキング （配送先別の仕分け）

出荷・配送 ・出荷・到着時温度記録表 Ｔ5 ＊

・配送中の温度記録表 Ｔ6

・すべての温度・時間記録において管理基準逸脱時の対処・措置方法 Ｓ１

＊出荷および到着納品時の温度記録（T５)は顧客への納品書に記録欄を設けて記すこと

 が適切なので、ここでは例としての記録表は示しません。

チ ル ド 保 管

セントラルキッチンの衛生管理計画（例）

一般衛生管理に関する事項（例）

基 本 事 項
・各自治体の営業許可申請時に求められる事項

従業員の健康管理

トイレの清掃

手 洗 い

器具等の管理

出荷・配送管理

原材料入荷から製品出荷までの温度・時間等の記録表

生野菜・果物処理

食材の取り扱い

運用状況チェックリスト
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Ｈ
１

日
常
衛
生
・
健
康
点
検
表
（
例
）

（
　

　
年
　
　
月
）

〈
記
入
方
法
〉

〈
異
状
内
容
お
よ
び
措
置
・
対
応
表
〉

１
．

異
状

の
無

い
場

合
は

〇
を

記
入

す
る

。
1.

健
康

状
態

は
良

い
か

（
下

痢
、

発
熱

等
）

⇒
①

帰
宅

、
自

宅
待

機
に

し
た

２
．

異
状

の
場

合
は

右
の

「
異

状
内

容
」

の
表

の
該

当
番

号
を

記
入

す
る

。
2.

咳
、

く
し

ゃ
み

は
な

い
か

⇒
②

常
時

マ
ス

ク
を

着
用

す
る

 
異

状
内

容
が

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

場
合

は
、

備
考

欄
（

最
下

段
）

に
3.

作
業

服
と

帽
子

は
清

潔
か

⇒
③

清
潔

な
も

の
を

着
用

し
た

 
 

そ
の

内
容

を
記

入
し

、
衛

生
責

任
者

に
報

告
し

て
指

示
を

う
け

る
。

4.
毛

髪
は

は
み

出
て

な
い

か
⇒

④
帽

子
を

か
ぶ

り
直

す
３

．
休

み
ま

た
は

非
番

の
従

業
員

は
「

−
」

を
記

入
す

る
。

5.
毛

髪
、

ゴ
ミ

等
の

付
着

は
な

い
か

⇒
⑤

再
度

、
粘

着
ロ

ー
ラ

ー
を

か
け

る
6.

手
指

に
傷

、
手

荒
れ

は
な

い
か

⇒
⑥

絆
創

膏
を

し
て

常
時

ニ
ト

リ
ル

手
袋

を
す

る
7.

爪
は

伸
び

て
な

い
か

⇒
⑦

爪
を

切
る

8.
マ

ニ
キ

ュ
ア

は
し

て
な

い
か

⇒
⑧

マ
ニ

ュ
キ

ュ
ア

を
は

が
す

、
ま

た
は

常
時

ニ
ト

リ
ル

手
袋

を
す

る
9．

時
計

、
指

輪
は

外
し

て
い

る
か

⇒
⑨

時
計

、
指

輪
を

外
し

た
10

.イ
ア

リ
ン

グ
、

ピ
ア

ス
は

は
ず

し
て

い
る

か
⇒

⑩
装

飾
品

を
外

し
た

11
.家

族
な

ど
同

居
人

に
ノ

ロ
ウ

イ
ル

ス
感

染
と

⇒
⑪

従
業

員
本

人
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

衛
生

責
任

者
が

備
考

欄
に

記
入

す
る

。
思

わ
れ

る
症

状
は

な
い

か
 

家
族

な
ど

が
感

染
し

て
い

る
場

合
も

自
宅

待
機

、
検

査
結

果
を

待
つ

。

備
考

欄１
．

健
康

状
態

は
良

い
か

（
下

痢
、

発
熱

）

２
．

咳
、

く
し

ゃ
み

は
な

い
か

３
．

作
業

服
と

帽
子

は
清

潔
か

４
．

毛
髪

は
は

み
出

て
な

い
か

５
．

毛
髪

、
ゴ

ミ
等

の
付

着
は

な
い

か

６
．

手
指

に
傷

、
手

荒
れ

は
な

い
か

７
．

爪
は

伸
び

て
な

い
か

８
．

マ
ニ

キ
ュ

ア
は

し
て

な
い

か

９
．

時
計

、
指

輪
は

は
ず

し
て

い
る

か

１
０

．
ｲｱ

ﾘﾝ
ｸﾞ

、
ﾋﾟ

ｱｽ
は

外
し

て
い

る
か

１
１

．
家

族
な

ど
同

居
人

に
ﾉﾛ

ｳｲ
ﾙｽ

感
染

と
思

わ
れ

る
症

状
は

な
い

か

11
31

22
23

24
25

26
27

28
29

30
12

13
14

15
16

連
続

し
て

日
々

の
傾

向
を

見
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
1ヵ

月
間

の
表

に
し

て
い

ま
す

。
特

定
の

従
業

員
に

つ
い

て
異

状
が

続
く

場
合

の
対

策
に

役
立

て
ま

し
ょ

う
。

氏
名

項
目

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

18
19

20
21

17

衛
生

責
任

者
 確

認
印

（
毎

日
チ

ェ
ッ

ク
）

９
．

時
計

、
指

輪
は

は
ず

し
て

い
る

か

１
０

．
ｲｱ

ﾘﾝ
ｸﾞ

、
ﾋﾟ

ｱｽ
は

外
し

て
い

る
か

１
１

．
家

族
な

ど
同

居
人

に
ﾉﾛ

ｳｲ
ﾙｽ

感
染

と
思

わ
れ

る
症

状
は

な
い

か

４
．

毛
髪

は
は

み
出

て
な

い
か

５
．

毛
髪

、
ゴ

ミ
等

の
付

着
は

な
い

か

６
．

手
指

に
傷

、
手

荒
れ

は
な

い
か

７
．

爪
は

伸
び

て
な

い
か

８
．

マ
ニ

キ
ュ

ア
は

し
て

な
い

か

１
．

健
康

状
態

は
良

い
か

（
下

痢
、

発
熱

）

２
．

咳
、

く
し

ゃ
み

は
な

い
か

３
．

作
業

服
と

帽
子

は
清

潔
か

責
任

者
衛

生
責

任
者

72



H2

毎日、始業前および調理作業終了後の２回測定すること。

遊離残留塩素は０.１ｍｇ／Ｌ以上であること。

記録用紙は半月分です。（毎月１～１５日、１６日～３１日で各１枚）

月日 採取時刻 採取場所 色 濁り 臭い 異物 残留塩素濃度（ｍｇ/ｌ） 異常報告 担当者

使用水の点検表（例） 年 

異状報告欄

衛生責任者責任者
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Ｈ３

 受入温度の規準： 冷蔵品５℃以下/冷凍品ー１５℃以下

 年  月  日

食材受入チェック表（例）

備考

異

物

混

入

担

当

者

納品時刻 品  名 納入業者
数

量

期

限

表

示

外

観

鮮

度

品

温

異

臭

包

装

状

態

責任者 衛生責任者
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T1-1

 年  月

温度は午前１回、午後１回の計２回、決められた

時刻に記録すること。

測定時刻：  午前   午後   単位： ℃

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

特記事項

日 厨房室温 原材料冷蔵庫

冷蔵庫・冷凍庫温度記録表（例）−１

記入者原材料冷凍庫

責任者 衛生責任者責任者 衛生責任者

75



T1-2

 年  月

温度は午前１回、午後１回の計２回、決められた

時刻に記録すること。

測定時刻： 午前      午後  単位： ℃

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

特記事項

記入者

冷蔵庫・冷凍庫温度記録表（例）−２

日 下処理済冷蔵庫 製品冷蔵庫 製品冷凍庫

責任者 衛生責任者
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Ｔ２

 年  月  日

野菜および果物を加熱せずに供する場合は、流水で十分

洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム１００ｐｐｍ溶液に１０分間

以上の浸漬殺菌をした後、十分な流水ですすぎ洗浄をする。

（２００ｐｐｍ溶液に５分間の浸漬も同等の殺菌効果あり）

１００ｐｐｍ

濃度チェック 開始時刻 終了時刻

特記事項

次亜塩素酸ナトリウム溶液の濃度・浸漬時間記録表（例）

濃度・時間が規定外

の場合の措置
品   名Ｎｏ．

浸 漬 時 間
担当者

衛生責任者責任者 衛生責任者責任者
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Ｔ３

（重要）加熱は、食材中心部で７５℃、1分間以上を必須とするため、測定値

 が７５℃を少し超える程度の場合は加熱を1分間以上継続すること

№ メニュー名 加熱終了時

（該当バッチのパン数） 温度 温度 時刻 温度 時刻

加熱終了後5分以内に冷却を開始する場合は冷却開始時の温度測定は不要とする。

温度は３点以上測定してすべてが７５℃以上の温度であることを確認の上、そのうち

温度が低いほうの２点を記録すること。

 加熱調理と急速冷却（冷凍）の記録表（例）   年  月  日

担

当

冷却開始時 担

当

冷却（冷凍）終了時 担

当

責任者 衛生責任者
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Ｔ４

 年

月 日 時刻 製品名 芯 温 月 日 時刻 製品名 芯 温

（メニュー名） （メニュー名）

① 毎日、午前午後各1回、2品ずつ測定記録のこと。

② 真空パックした食品は2つの袋で温度計測定針をはさんで測定のこと。

保存中のクックチル食品温度（例） 
クックチル食品は芯温で0～3℃であること

担

当

担

当

責任者 衛生責任者
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Ｔ６

　　　方面　　号車 運転者：

     年   月
・中間点となる顧客は前もって決めておくこと。（中間    ）

・ＣＫ出発から最終顧客まで１時間以内の場合は中間点は省略。

日 積込時刻／温度 中間点荷下し前 最終荷下し前

1 ：  ／ ：  ／ ：  ／

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

配送車の庫内温度記録表（例）

備  考

責任者 衛生責任者
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Ｔ７

毎月点検のこと

 年

0 ℃ 100℃ 0 ℃ 100℃
（氷水での （沸騰水での （氷水での （沸騰水での

指示温） 指示温） 指示温） 指示温）

備考欄

 氷水と沸騰水で校正する方法の他に、標準温度計を用いる校正方法がある。

食品温度計の定期点検記録（例）

担

当

担

当
月 日 月 日温度計№ 温度計№

責任者 衛生責任者
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Ｓ
１

温
度
等
の
基
準
逸
脱
時
の
措
置
・
対
策
（
例
）

守
る

べ
き

基
準

逸
脱

の
内

容
措

置
（

使
用

の
可

否
判

断
）

温
度

と
時

間
（

＊
）

は
食

品
の

中
心

温
度

全
て

工
場

⾧
へ

の
報

告
必

要

食
材

の
状

態
を

見
て

使
用

/廃
棄

の
原

因
を

調
べ

て
故

障
・

不
具

合
が

判
断

は
工

場
⾧

が
す

る
あ

れ
ば

是
正

す
る

５
℃

を
超

え
１

０
℃

以
下

食
材

の
状

態
を

見
て

使
用

/廃
棄

は
工

場
⾧

判
断

１
０

℃
を

超
え

た
魚

は
廃

棄
、

肉
の

使
用

/廃
棄

は
工

場
⾧

判
断

3
処

理
済

冷
蔵

庫
５

℃
以

下
５

℃
を

超
え

た
使

用
/廃

棄
は

工
場

⾧
判

断
〃

4
そ

の
他

冷
蔵

庫
（

卵
、

牛
乳

、
加

工
品

）
５

℃
以

下
５

℃
を

超
え

た
 

〃
〃

5
冷

凍
庫

ー
１

８
℃

以
下

ー
１

０
℃

を
超

え
た

 
〃

〃

食
味

品
質

上
問

題
を

生
じ

な
い

も
の

は
再

度
加

熱
、

調
理

中
に

加
熱

温
度

や
時

間
の

そ
う

で
な

い
も

の
は

廃
棄

す
る

変
更

で
是

正
で

き
な

か
っ

た

理
由

を
調

べ
再

発
防

止
す

る

９
０

分
を

超
え

た
程

度
に

よ
り

工
場

⾧
が

冷
却

担
当

者
は

工
場

⾧
に

相
談

し

使
用

の
可

否
を

決
め

る
９

０
分

内
に

３
℃

以
下

に
冷

却

で
き

る
よ

う
に

す
る

（
次

回
か

ら
）

５
℃

を
超

え
た

短
時

間
で

あ
れ

ば
１

２
時

間
以

内
に

使
用

可
原

因
を

調
べ

て
故

障
・

不
具

合
が

１
０

℃
を

超
え

た
廃

棄
す

る
あ

れ
ば

是
正

す
る

9
製

品
冷

凍
庫

ー
１

８
℃

以
下

ー
１

０
℃

を
超

え
た

使
用

/廃
棄

は
工

場
⾧

判
断

５
℃

（
＊

）
を

超
え

た
短

時
間

で
あ

れ
ば

１
２

時
間

以
内

に
使

用
可

原
因

を
調

べ
て

故
障

・
不

具
合

が

１
０

℃
（

＊
）

を
超

え
た

廃
棄

す
る

あ
れ

ば
是

正
す

る

１
．

 冷
蔵

庫
、

冷
凍

庫
、

チ
ル

ド
庫

等
の

守
る

べ
き

温
度

は
庫

内
温

度
を

指
す

。
10

.サ
テ

ラ
イ

ト
到

着
時

の
守

る
べ

き
温

度
基

準
は

食
品

の
中

心
温

度
で

あ
る

。

２
．

サ
テ

ラ
イ

ト
で

食
品

の
受

入
時

に
使

用
す

る
表

面
温

度
計

は
、

中
心

温
度

計
に

よ
る

測
定

温
度

と
の

関
係

を
把

握
し

て
お

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。

３
．

冷
蔵

庫
は

、
原

材
料

保
管

用
（

上
表

の
１

、
２

）
、

下
処

理
済

一
時

保
管

用
（

上
表

３
）

お
よ

び
調

理
済

製
品

用
（

上
表

８
）

の
３

用
途

に
分

か
れ

ま
す

。

４
．

冷
凍

庫
に

つ
い

て
は

原
材

料
用

（
上

表
５

）
と

調
理

済
製

品
用

（
上

表
９

）
の

２
用

途
で

す
。

対
 

 
策

〃

6
加

熱
終

了
時

の
芯

温
７

５
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